
事 務 連 絡 

令和８年６月 19 日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 指 導 事 務 主 管 課 

御中 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 指 導 事 務 主 管 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 事 務 主 管 課 

附属学校を置く各国立大学法人附属学校事務主管課 

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定を受けた 

各 地 方 公 共 団 体 株 式 会 社 立 学 校 事 務 主 管 課 

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 事 務 局 

 

 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

 

 

令和８年度教職員等環境教育・学習推進リーダー養成研修の実施について（依頼） 

 

 このたび、学校関係者（小・中・高校等の教職員）、教育委員会、地方公共団体など環

境行政に携わる人を対象とした環境教育に関する研修会を別添の開催要項により環境省と

ともに実施しておりますのでお知らせいたします。 

 このことについては、以下に掲げる表のとおり、周知をお願いいたします。 

 

周知元  周知先  

都道府県・指定都市教育委員会指導事務主管課  所管の学校（小学校、中学校、義務教育学校、

高等学校、中等教育学校及び特別支援学校等を

いう。）、当該都道府県・指定都市の教育セン

ター等及び域内の市区町村教育委員会 

都道府県私立学校事務主管課  所轄の学校及び学校法人 

国公立大学法人附属学校事務主管課 設置する附属学校  

地方公共団体株式会社立学校事務主管課 所轄の学校設置会社及び学校  

 

 その際、学校における働き方改革の観点から、周知の範囲及び方法については、全ての

学校に一律に通知する以外にも、例えば、他の案件とまとめて周知する、教育委員会主催

の教員研修の場で配付する等、貴課において適切に御判断いただくよう、お願いします。 

＜文部科学省連絡先＞ 

文部科学省初等中等教育局教育課程課 

教育課程第二係（髙市、栗原） 

TEL ：03-5253-4111（内線 2613） 

E-mail:kyoiku@mext.go.jp 


